
訪 問 看 護 す こ や か 重 要 事 項 説 明

あ な た （ 又 は あ な た の 家 族 ） が 利 用 し よ う と し て い る
指 定 訪 問 看 護 サ ー ビ ス に つ い て 、 契 約 を 締 結 す る 前 に
知 っ て お い て い た だ き た い 内 容 を 、 説 明 い た し ま す 。 わ
か ら な い こ と 、 わ か り に く い こ と が あ れ ば 、 遠 慮 な く 質
問 を し て く だ さ い 。
１ 　 指 定 介 護 予 防 訪 問 看 護 サ ー ビ ス を 提 供 す る 事 業 者 に
つ い て

事 業 者 名
称

有 限 会 社 　 や す ら ぎ

代 表 者 氏
名

宮 城 吉 治

本 社 所 在
地

（ 連 絡 先 及 び 電 話
番 号 等 ）

沖 縄 県 宮 古 島 市 伊 良 部 字 長 浜 1320 番 地
1
（ 電 話  0980-78-6116 　 　 FAX 0980-78-6122）

法 人 設 立
年 月 日

平 成 12 年 3 月 17 日

２ 　 利 用 者 に 対 し て の サ ー ビ ス 提 供 を 実 施 す る 事 業 所 に
つ い て
(1) 事 業 所 の 所 在 地 等

事 業 所 名
称

訪 問 看 護 す こ や か

介 護 保 険
指 定

事 業 所 番
号

4760690125

事 業 所 所
在 地

沖 縄 県 　 宮 古 島 市 伊 良 部 字 長 浜 1320 番
地 1

連 絡
先

相 談 担 当
者 名

（ 連 絡 先 電 話  0980-74-5888 　  FAX  0980-74-
5880 ）
（ 相 談 担 当 者 氏 名 　 　 宮 城 和 子 ）

事 業 所 の
通 常 の

事 業 の 実
施 地 域

伊 良 部 地 域

(2) 事 業 の 目 的 及 び 運 営 の 方 針

事 業 の 目 要 介 護 状 態 及 び 要 支 援 状 態 と 認 定 さ



的

れ た 利 用 者 に 対 し て 、 看 護 サ ー ビ ス
を 提 供 し 、 居 宅 に お い て 利 用 者 が 有
す る 能 力 に 応 じ た 、 可 能 な 限 り 自 立
し た 生 活 を 確 保 す る こ と が で き る よ
う 支 援 す る こ と を 目 的 と し ま す 。

運 営 の 方
針

24 時 間 体 制 で 、 利 用 者 の 心 身 の 状 態
に 応 じ た 適 切 な サ ー ビ ス を 提 供 し ま
す 。 事 業 の 実 施 に 当 た っ て は 、 人 員
の 確 保 、 教 育 指 導 に 努 め 、 利 用 者
個 々 の 主 体 性 を 尊 重 し 、 地 域 の 保 健
医 療 、 福 祉 と の 連 携 の も と 総 合 的 な
サ ー ビ ス の 提 供 に 努 め ま す 。

(3) 事 業 所 窓 口 の 営 業 日 及 び 営 業 時 間

（ ４ ） 事 業
所 の 職 員 体
制

管　　理　　者 宮 城 　 和 子

職 職 務 内 容
人 員

数

営 業 日 月曜日から金曜日・ただし 12 月 31 日～1 月２日までは除く

営 業 時 間 9：00～17：00

その他 常時 24 時間電話等により連絡できる体制とします。



管 理 者

1 主 治 の 医 師 の 指 示 に 基 づ き 適
切 な 指 定 訪 問 看 護 （ 介 護 予 防
訪 問 看 護 ） が 行 わ れ る よ う 必
要 な 管 理 を 行 い ま す 。

2 訪 問 看 護 計 画 書 （ 介 護 予 防 訪
問 看 護 計 画 書 ） 及 び 訪 問 看 護
（ 介 護 予 防 訪 問 看 護 ） 報 告 書
の 作 成 に 関 し 、 必 要 な 指 導 及
び 管 理 を 行 い ま す 。

3 従 業 員 に 、 法 令 等 の 規 定 を 遵
守 さ せ る た め 必 要 な 指 揮 命 令
を 行 い ま す 。

非 常
勤
（ 1
名 ）
看 多
機 介
護 支
援 専
門 員
を 兼
務

看 護 職 員

1 　 事 業 所 の 申 し 込 み に 係 る 連 絡
調 整
2 　 主 治 医 と の 連 携 調 整
3 　 利 用 者 及 び そ の 家 族 か ら の 相

談 に 応 じ 、 訪 問 看 護 計 画 （ 介
護 予 防 訪 問 看 護 計 画 ） 及 び 報
告 書 作 成 。

4 　 関 係 機 関 と の 連 絡 調 整 を 行
い 、 利 用 者 及 び そ の 家 族 に 説
明 を 行 い ま す 。 ま た 、 指 示 書
に 基 づ き 訪 問 看 護 を 行 い ま
す 。

5 　 サ ー ビ ス 担 当 者 会 議 へ の 出 席
等 に よ り 、 居 宅 介 護 支 援 事 業
者 と 連 携 を 図 り ま す 。

非
常
勤
　 1 名
管 理
者 を
兼 務

看 護 職 員
（看護師・
准看護師）

指 示 書 に 基 づ き 訪 問 看 護 （ 介 護
予 防 訪 問 看 護 ） を 行 い ま す 。

常
勤  2
名

非 常
勤  1
名



理学療法士等

1 　 訪 問 看 護 計 画 書 （ 介 護 予 防 訪
問 看 護 計 画 ） に 基 づ き 、 指 定
訪 問 看 護 （ 介 護 予 防 訪 問 看
護 ） の サ ー ビ ス を 提 供 し ま
す 。

2 　 訪 問 日 、 提 供 し た 看 護 内 容 等
を 記 載 し た 訪 問 看 護 （ 介 護 予
防 訪 問 看 護 ） 報 告 書 を 作 成 し
ま す 。

非 常
勤 1 名

事 務 職 員
介 護 給 付 費 等 の 請 求 事 務 及 び
通 信 連 絡 事 務 等 を 行 い ま す 。

非 常
勤 1 名

３ 　 提 供 す る サ ー ビ ス の 内 容 及 び 費 用 に つ い て

(1) 提 供 す る サ ー ビ ス の 内 容 に つ い て

サ ー ビ ス 区 分
と 種 類

サ ー ビ ス の 内 容

訪 問 看 護 （ 介
護 予 防 訪 問 看
護 ） 計 画 の 作
成

主 治 の 医 師 の 指 示 及 び 利 用 者 に 係 る 居
宅 介 護 支 援 事 業 者 が 作 成 し た 居 宅 サ ー
ビ ス 計 画 書 （ ケ ア プ ラ ン ） に 基 づ き 、
利 用 者 の 意 向 や 心 身 の 状 況 等 の ア セ ス
メ ン ト を 行 い 、 援 助 の 目 標 に 応 じ て 具
体 的 な サ ー ビ ス 内 容 を 定 め た 訪 問 看 護
（ 介 護 予 防 訪 問 看 護 ） 計 画 を 作 成 し ま
す 。

訪 問 看 護 （ 介
護 予 防 訪 問 看
護 ） の 提 供

訪 問 看 護 （ 介 護 予 防 訪 問 看 護 ） 計 画 に
基 づ き 、 訪 問 看 護 を 提 供 し ま す 。
具 体 的 な 訪 問 看 護 の 内 容
① 病 状 ・ 障 害 の 観 察
② 清 潔 の 保 持
③ 褥 瘡 の 予 防 ・ 処 置
④ リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン
⑤ タ ー ミ ナ ル ケ ア
⑥ 療 養 生 活 や 介 護 方 法 の 指 導
⑦ 特 別 な 管 理 体 制 （ カ テ ー テ ル 等 の 管

理 ） （ 特 別 な 状 態 に あ る 方 に 対 し 、
計 画 的 か つ 密 度 の 高 い 看 護 を 行 い ま
す ）

⑧ 緊 急 時 の 看 護 （ 24 時 間 体 制 を 取 り 、
計 画 外 の 緊 急 時 訪 問 看 護 を 必 要 に 応
じ て 行 い ま す 。 ）



(2) 看 護 職 員 の 禁 止 行 為
看 護 職 員 は サ ー ビ ス の 提 供 に 当 た っ て 、 次 の 行 為 は 行
い ま せ ん 。
① 利 用 者 又 は 家 族 の 金 銭 、 預 貯 金 通 帳 、 証 書 、 書 類 な
ど の 預 か り

② 利 用 者 又 は 家 族 か ら の 金 銭 、 物 品 、 飲 食 の 授 受
③ 利 用 者 の 同 居 家 族 に 対 す る サ ー ビ ス 提 供
④ 利 用 者 の 居 宅 で の 飲 酒 、 喫 煙 、 飲 食
⑤ 身 体 拘 束 そ の 他 利 用 者 の 行 動 を 制 限 す る 行 為 （ 利 用

者 又 は 第 三 者 等 の 生 命 や 身 体 を 保 護 す る た め 緊 急 や
む を 得 な い 場 合 を 除 く ）

⑥ そ の 他 利 用 者 又 は 家 族 等 に 対 し て 行 な う 宗 教 活 動 、
政 治 活 動 、 営 利 活 動 、 そ の 他 迷 惑 行 為

(3) 提 供 す る サ ー ビ ス の 利 用 料 、 利 用 者 負 担 額 （ 介 護
保 険 を 適 用 す る 場 合 ） に つ い て

別 紙 参 照
（ 加 算 ・ 減 算 の 説 明 ）
※ サ ー ビ ス 提 供 時 間 数 は 、 実 際 に サ ー ビ ス 提 供 に 要 し

た 時 間 で は な く 、 居 宅 サ ー ビ ス 計 画 及 び 訪 問 看 護 計
画 （ 介 護 予 防 訪 問 看 護 計 画 ） に 位 置 付 け ら れ た 時 間
数 （ 計 画 時 間 数 ） に よ る も の と し ま す 。 な お 、 計 画
時 間 数 と サ ー ビ ス 提 供 時 間 数 が 大 幅 に 異 な る 場 合 は 、
利 用 者 の 同 意 を 得 て 、 居 宅 サ ー ビ ス 計 画 の 変 更 の 援
助 を 行 う と と も に 訪 問 看 護 計 画 （ 介 護 予 防 訪 問 看 護
計 画 ） の 見 直 し を 行 い ま す 。

※ 緊 急 時 訪 問 看 護 （ 介 護 予 防 訪 問 看 護 ） 加 算 は 、 利 用 者
又 は そ の 家 族 等 に 対 し て 24 時 間 連 絡 体 制 に あ っ て 、 か
つ 、 計 画 的 に 訪 問 す る こ と と な っ て い な い 緊 急 時 訪 問
を 必 要 に 応 じ て 行 う 体 制 に あ る 旨 を 説 明 し 、 同 意 を 得
た 場 合 に 加 算 し ま す 。 特 別 管 理 加 算 は 、 指 定 訪 問 看 護
（ 介 護 予 防 訪 問 看 護 ） に 関 し 特 別 な 管 理 を 必 要 と す る
利 用 者 ( 別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 状 態 に あ る も の に
限 る 。 ) に 対 し て 、 指 定 介 護 予 防 訪 問 看 護 の 実 施 に 関
す る 計 画 的 な 管 理 を 行 っ た 場 合 に 加 算 し ま す 。 な お 、
「 別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 状 態 に あ る も の 」
と は 次 の 通 り で す 。

な お 、 特 別 管 理 加 算 ( )Ⅰ は ① に 、 特 別 管 理 加 算 ( )Ⅱ は ② ～
⑤ に 該 当 す る 状 態 の 利 用 者 に 対 し て 訪 問 看 護 を

行 っ た 場 合 に 加 算 し ま す 。
① 在 宅 悪 性 腫 瘍 患 者 指 導 管 理 若 し く は 在 宅 気 管 切 開
患 者 指 導 管 理 を 受 け て い る 状 態 又 は 気 管 カ ニ ュ ー



レ 若 し く は 留 置 カ テ ー テ ル を 使 用 し て い る 状 態
② 在 宅 自 己 腹 膜 灌 流 指 導 管 理 、 在 宅 血 液 透 析 指 導 管

理 、 在 宅 酸 素 療 法 指 導 管 理 、 在 宅 中 心 静 脈 栄 養 法
指 導 管 理 、 在 宅 成 分 栄 養 経 管 栄 養 法 指 導 管 理 、 在
宅 自 己 導 尿 指 導 管 理 、 在 宅 持 続 陽 圧 呼 吸 療 法 指 導
管 理 、 在 宅 自 己 疼 痛 管 理 指 導 管 理 又 は 在 宅 肺 高 血
圧 症 患 者 指 導 管 理 を 受 け て い る 状 態

③ 人 工 肛 門 又 は 人 工 膀 胱 を 設 置 し て い る 状 態
④ 真 皮 を 超 え る 褥 瘡 の 状 態
⑤ 点 滴 注 射 を 週 ３ 日 以 上 行 う 必 要 が あ る と 認 め ら れ

る 状 態

※ 初 回 加 算 は 新 規 に 訪 問 看 護 計 画 書 （ 介 護 予 防 訪 問 介
護 計 画 書 ） を 作 成 し 、 訪 問 看 護 （ 介 護 予 防 訪 問 看
護 ） を 提 供 し た 場 合 に 加 算 し ま す 。 な お 、 退 院 時 共
同 指 導 加 算 を 算 定 す る 場 合 は 算 定 し ま せ ん 。

※ 退 院 時 共 同 指 導 加 算 は 入 院 若 し く は 入 所 中 の 者 に 対
し 、 主 治 医 等 と 連 携 し 在 宅 生 活 に お け る 必 要 な 指 導
を 行 い 、 そ の 内 容 を 文 書 に よ り 提 供 し た 場 合 に 加 算
し ま す 。 な お 、 初 回 加 算 を 算 定 す る 場 合 は 算 定 し ま
せ ん 。

※ サ ー ビ ス 提 供 体 制 強 化 加 算 及 び 看 護 体 制 強 化 加 算 は 、
厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 に 適 合 し て い る も の と し
て 宮 古 島 市 に 届 け 出 た 訪 問 看 護 （ 介 護 予 防 訪 問 看
護 ） 事 業 所 が 、 利 用 者 に 対 し て 、 訪 問 看 護 （ 介 護 予
防 訪 問 看 護 ） を 行 っ た 場 合 に 加 算 し ま す 。

※ 主 治 の 医 師 ( 介 護 老 人 保 健 施 設 の 医 師 を 除 く ) か ら 、
急 性 増 悪 等 に よ り 一 時 的 に 頻 回 の 訪 問 看 護 を 行 う 必
要 が あ る 旨 の 特 別 の 指 示 を 受 け た 場 合 は 、 そ の 指 示
の 日 か ら 14 日 間 に 限 っ て 、 介 護 保 険 に よ る 介 護 予 防
訪 問 看 護 費 は 算 定 せ ず 、 別 途 医 療 保 険 に よ る 提 供 と
な り ま す 。

４ ） 利 用 料 の 請 求 及 び 支 払 方 法 に つ い て
※ 【 利 用 料 の 支 払 い に つ い て 、 事 業 者 が 法 定 代 理 受 領

を 行 わ な い 場 合 】
上 記 に 係 る 利 用 料 は 、 利 用 者 が 全 額 を 一 旦 お 支 払 い い
た だ き ま す 。 こ の 場 合 、 「 サ ー ビ ス 提 供 証 明 書 」 を 交
付 し ま す の で 、 ｢ 領 収 書 ｣ を 添 え て お 住 ま い の 市 町 村 に
利 用 者 負 担 額 を 除 い た 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 の 支 給 申 請
を 行 っ て く だ さ い 。

① 利 用料、 利 用 者負担額 ア 利 用 料 、 利 用 者 負 担 額 （ 介 護



（介護保険を適用する場
合）その他の費用の請求
及び支払い方法について
利 用料、 利 用 者負担額
（介護保険を適用する場
合）、その他の費用の請
求方法等

保 険 を 適 用 す る 場 合 ） 及 び そ
の 他 の 費 用 の 額 は サ ー ビ ス 提
供 ご と に 計 算 し 、 利 用 月 ご と
の 合 計 金 額 に よ り 請 求 い た し
ま す 。

イ 上 記 に 係 る 請 求 書 は 、 利 用 明
細 を 添 え て 利 用 月 の 翌 月 10 日
ま で に 利 用 者 あ て お 届 け （ 郵
送 ） し ま す 。

② 利 用 料 、 利
用 者 負 担 額
（ 介 護 保 険
を 適 用 す る
場 合 ） 、 そ
の 他 の 費 用
の 支 払 い 方
法 等

ア サ ー ビ ス 提 供 の 都 度 お 渡 し す
る サ ー ビ ス 提 供 記 録 の 利 用 者
控 え と 内 容 を 照 合 の う え 、 請
求 月 の 末 日 ま で に 、 下 記 の い
ず れ か の 方 法 に よ り お 支 払 い
下 さ い 。
( ア ) 事 業 者 指 定 口 座 へ の 振 り

込 み
( イ ) 利 用 者 指 定 口 座 か ら の 自

動 振 替
( ウ ) 現 金 支 払 い

イ お 支 払 い の 確 認 を し ま し た
ら 、 支 払 い 方 法 の 如 何 に よ ら
ず 、 領 収 書 を お 渡 し し ま す の
で 、 必 ず 保 管 さ れ ま す よ う お
願 い し ま す 。 （ 医 療 費 控 除 の
還 付 請 求 の 際 に 必 要 と な る こ
と が あ り ま す 。 ）

※ 利 用 料 、 利 用 者 負 担 額 （ 介 護 保 険 を 適 用 す る 場 合 ）
及 び そ の 他 の 費 用 の 支 払 い に つ い て 、 正 当 な 理 由 が
な い に も か か わ ら ず 、 支 払 い 期 日 か ら 3 月 以 上 遅 延 し 、
さ ら に 支 払 い の 督 促 か ら ２ 週 間 以 内 に 支 払 い が 無 い
場 合 に は 、 サ ー ビ ス 提 供 の 契 約 を 解 除 し た 上 で 、 未
払 い 分 を お 支 払 い い た だ く こ と が あ り ま す 。

4 　 サ ー ビ ス の 提 供 に あ た っ て
（ 1 ） サ ー ビ

ス の 提 供 に 先 立 っ て 、 介 護 保 険 被 保 険 者 証 に 記 載 さ
れ た 内 容 （ 被 保 険 者 資 格 、 要 支 援 認 定 の 有 無 及 び 要
支 援 認 定 の 有 効 期 間 ） を 確 認 さ せ て い た だ き ま す 。



被 保 険 者 の 住 所 な ど に 変 更 が あ っ た 場 合 は 速 や か に
当 事 業 者 に お 知 ら せ く だ さ い 。

（ 2 ） 利 用 者
が 要 支 援 認 定 を 受 け て い な い 場 合 は 、 利 用 者 の 意 思
を 踏 ま え て 速 や か に 当 該 申 請 が 行 わ れ る よ う 必 要 な
援 助 を 行 い ま す 。 ま た 、 居 宅 介 護 支 援 が 利 用 者 に 対
し て 行 わ れ て い な い 等 の 場 合 で あ っ て 、 必 要 と 認 め
ら れ る と き は 、 要 支 援 認 定 の 更 新 の 申 請 が 、 遅 く と
も 利 用 者 が 受 け て い る 要 支 援 認 定 の 有 効 期 間 が 終 了
す る 30 日 前 に は な さ れ る よ う 、 必 要 な 援 助 を 行 う も
の と し ま す 。

（ 3 ） 主 治 の
医 師 の 指 示 並 び に 利 用 者 に 係 る 居 宅 介 護 支 援 事 業 者
が 作 成 す る 「 居 宅 サ ー ビ ス 計 画 （ ケ ア プ ラ ン ） 」 に
基 づ き 、 利 用 者 及 び 家 族 の 意 向 を 踏 ま え て 、 ｢ 介 護 予
防 訪 問 看 護 計 画 ｣ を 作 成 し ま す 。 な お 、 作 成 し た 「 介
護 予 防 訪 問 看 護 計 画 」 は 、 利 用 者 又 は 家 族 に そ の 内
容 を 説 明 い た し ま す の で 、 ご 確 認 い た だ く よ う お 願
い し ま す

（ 4 ） サ ー ビ
ス 提 供 は 「 介 護 予 防 訪 問 看 護 計 画 ｣ に 基 づ い て 行 な い
ま す 。 な お 、 「 介 護 予 防 訪 問 看 護 計 画 」 は 、 利 用 者
等 の 心 身 の 状 況 や 意 向 な ど の 変 化 に よ り 、 必 要 に 応
じ て 変 更 す る こ と が で き ま す

（ 5 ） 看 護 職
員 に 対 す る サ ー ビ ス 提 供 に 関 す る 具 体 的 な 指 示 や 命
令 は 、 す べ て 当 事 業 者 が 行 な い ま す が 、 実 際 の 提 供
に あ た っ て は 、 利 用 者 の 心 身 の 状 況 や 意 向 に 充 分 な
配 慮 を 行 な い ま す 。

5 　 虐 待 の 防 止 に つ い て
事 業 者 は 、 利 用 者 等 の 人 権 の 擁 護 ・ 虐 待 の 防 止 等 の た

め に 、 次 に 掲 げ る と お り 必 要 な 措 置 を 講 じ ま す 。
（ 1 ） 虐 待 防

止 に 関 す る 担 当 者 及 び 責 任 者 を 選 定 し て い ま す 。
虐 待 防 止 に 関

す る 責 任 者
宮 城 和 子

虐 待 防 止 に 関
す る 担 当 者

長 瀬 安 美

（ 2 ） 成 年 後
見 制 度 の 利 用 を 支 援 し ま す 。



（ 3 ） 苦 情 解
決 体 制 を 整 備 し て い ま す 。

（ 4 ） 従 業 者
に 対 す る 虐 待 防 止 を 啓 発 ･ 普 及 す る た め の 研 修 を 実 施
し て い ま す 。

（ 5 ） 虐 待 の
防 止 の た め の 対 策 を 検 討 す る 委 員 会 を 設 立 し ま す 。

（ 6 ） 虐 待 の
防 止 の た め の 指 針 を 作 成 し ま す 。

6 　 秘 密 の 保 持 と 個 人 情 報 の 保 護 に つ い て
① 利 用 者 及 び そ の

家 族 に 関 す る 秘
密 の 保 持 に つ い
て

① 事 業 者 は 、 利 用 者 の 個 人
情 報 に つ い て 「 個 人 情 報
の 保 護 に 関 す る 法 律 」 、
「 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す
る 法 律 に つ い て の ガ イ ド
ラ イ ン 」 及 び 「 医 療 ・ 介
護 関 係 事 業 者 に お け る 個
人 情 報 の 適 切 な 取 扱 い の
た め の ガ イ ダ ン ス 」 を 遵
守 し 、 適 切 な 取 扱 い に 努
め る も の と し ま す 。

② 事 業 者 及 び 事 業 者 の 使 用
す る 者 （ 以 下 「 従 業 者 」
と い う 。 ） は 、 サ ー ビ ス
提 供 を す る 上 で 知 り 得 た
利 用 者 及 び そ の 家 族 の 秘
密 を 正 当 な 理 由 な く 、 第
三 者 に 漏 ら し ま せ ん 。

③ ま た 、 こ の 秘 密 を 保 持 す
る 義 務 は 、 サ ー ビ ス 提 供
契 約 が 終 了 し た 後 に お い
て も 継 続 し ま す 。

④ 事 業 者 は 、 従 業 者 に 、 業
務 上 知 り 得 た 利 用 者 又 は
そ の 家 族 の 秘 密 を 保 持 さ
せ る た め 、 従 業 者 で あ る
期 間 及 び 従 業 者 で な く
な っ た 後 に お い て も 、 そ
の 秘 密 を 保 持 す る べ き 旨
を 、 従 業 者 と の 雇 用 契 約



の 内 容 と し ま す 。

② 個 人 情 報 の 保 護
に つ い て

①事 業 者 は 、 利 用 者 か ら 予
め 文 書 で 同 意 を 得 な い 限
り 、 サ ー ビ ス 担 当 者 会 議
等 に お い て 、 利 用 者 の 個
人 情 報 を 用 い ま せ ん 。 ま
た 、 利 用 者 の 家 族 の 個 人
情 報 に つ い て も 、 予 め 文
書 で 同 意 を 得 な い 限 り 、
サ ー ビ ス 担 当 者 会 議 等 で
利 用 者 の 家 族 の 個 人 情 報
を 用 い ま せ ん 。

② 事 業 者 は 、 利 用 者 及 び そ
の 家 族 に 関 す る 個 人 情 報
が 含 ま れ る 記 録 物 （ 紙 に
よ る も の の 他 、 電 磁 的 記
録 を 含 む 。 ） に つ い て
は 、 善 良 な 管 理 者 の 注 意
を も っ て 管 理 し 、 ま た 処
分 の 際 に も 第 三 者 へ の 漏
洩 を 防 止 す る も の と し ま
す 。

③ 事 業 者 が 管 理 す る 情 報 に
つ い て は 、 利 用 者 の 求 め
に 応 じ て そ の 内 容 を 開 示
す る こ と と し 、 開 示 の 結
果 、 情 報 の 訂 正 、 追 加 ま
た は 削 除 を 求 め ら れ た 場
合 は 、 遅 滞 な く 調 査 を 行
い 、 利 用 目 的 の 達 成 に 必
要 な 範 囲 内 で 訂 正 等 を 行
う も の と し ま す 。 ( 開 示
に 際 し て 複 写 料 な ど が 必
要 な 場 合 は 利 用 者 の 負 担
と な り ま す 。 )

7 　 サ ー ビ ス 提 供 中 に 、 利 用 者 に 病 状 の 急 変 が 生 じ た 場
合 そ の 他 必 要 な 場 合 は 、 速 や か に 主 治 の 医 師 へ の 連 絡
を 行 う 等 の 必 要 な 措 置 を 講 じ る と と も に 、 利 用 者 が 予
め 指 定 す る 連 絡 先 に も 連 絡 し ま す 。



　
8 　 事 故 発 生 時 の 対 応 方 法 に つ い て

（ １ ） 利 用 者 に 対 す る 指 定 訪 問 看 護 （ 介 護 予 防 訪 問 看

護 ） の 提 供 に よ り 事 故 が 発 生 し た 場 合

は 、 市 町 村 、 利 用 者 の 家 族 に 連 絡 を 行 う と と も に 、

必 要 な 措 置 を 講 じ ま す 。

（ ２ ） 事 故 の 状 況 及 び 事 故 に 際 し て 採 っ た 処 置 ・ 経 過

を 記 録 し 、 原 因 の 分 析 、 再 発 防 止 の た

め の 取 り 組 み を 行 い ま す 。

（ ３ ） ま た 、 利 用 者 に 対 す る 指 定 訪 問 看 護 （ 介 護 予 防

訪 問 看 護 ） の 提 供 に よ り 賠 償 す べ き 事 故 が 発 生 し た

場 合 は 、 損 害 賠 償 を 速 や か に 行 い ま す 。

宮 古 島 市 役 所 高 齢 者

支 援 課

所  在  地 　 宮 古 島 市 字 西

里 1140 番 地

電 話 番 号 　 0980-73-1964
ﾌ ｧ ｯ ｸ ｽ 番 号  0980-73-1965
受 付 時 間 　 8 ： 30 ～ 17 ： 15

有 限 会 社 　 や す ら ぎ

事 業 所 名 　 訪 問 看 護 す こ

や か

所 在 地 　 　 宮 古 島 市 伊 良

部 字 長 浜 1320 番 地 1
電 話 番 号 　 0980-74-5888
担 当 者 　 　 宮 城 和 子

な お 、 事 業 者 は 、 下 記 の 損 害 賠 償 保 険 及 び 自 動 車 保 険

（ 自 賠 責 保 険 ・ 任 意 保 険 ） に 加 入 し て い ま す 。

損 害
賠 償

責 任
保 険

保 険
会 社
名

あ い お い ニ ッ セ イ 同 和 損 害 保 険
株 式 会 社

保 険
名

賠 償 責 任 保 険

補 償
の 概
要

業 務 遂 行 に 起 因 す る 施 設 内 で の
他 人 の 身 体 の 障 害 ・ 財 物 の 損 壊
保 障

自 動
車 保

保 険
会 社

JA 共 済



険

名

保 険
名

自 動 車 共 済

補 償
の 概
要

自 動 車 事 故 等 に よ る 損 害 を 保 障
し 、 そ の 他 損 害 賠 償 責 任 の 保 障

９ 　 身 分 証 携 行 義 務

訪 問 看 護 員 は 、 常 に 身 分 証 を 携 行 し 、 初 回 訪 問 時 及
び 利 用 者 ま た は 利 用 者 の 家 族 か ら 提 示 を 求 め ら れ た 時
は 、 い つ で も 身 分 証 を 提 示 し ま す 。

10 　 心 身 の 状 況 の 把 握
指 定 訪 問 看 護 （ 介 護 予 防 訪 問 看 護 ） （ の 提 供 に 当

た っ て は 、 居 宅 介 護 支 援 事 業 者 が 開 催 す る サ ー ビ ス 担
当 者 会 議 等 を 通 じ て 、 利 用 者 の 心 身 の 状 況 、 そ の 置 か
れ て い る 環 境 、 他 の 保 健 医 療 サ ー ビ ス 又 は 福 祉 サ ー ビ
ス の 利 用 状 況 等 の 把 握 に 努 め る も の と し ま す 。

11 　 居 宅 介 護 支 援 事 業 者 等 と の 連 携
① 指 定 介 護 予 防 訪 問 看 護 の 提 供 に 当 り 、 居 宅 介 護 支 援

事 業 者 及 び 保 健 医 療 サ ー ビ ス ま た は 福 祉 サ ー ビ ス の
提 供 者 と 密 接 な 連 携 に 努 め ま す 。

② サ ー ビ ス 提 供 の 開 始 に 際 し 、 こ の 重 要 事 項 説 明 に 基
づ き 作 成 す る 「 介 護 予 防 訪 問 看 護 計 画 」 の 写 し を 、
利 用 者 の 同 意 を 得 た 上 で 居 宅 介 護 支 援 事 業 者 に 速 や
か に 送 付 し ま す 。

③ サ ー ビ ス の 内 容 が 変 更 さ れ た 場 合 ま た は サ ー ビ ス 提
供 契 約 が 終 了 し た 場 合 は 、 そ の 内 容 を 記 し た 書 面 ま
た は そ の 写 し を 速 や か に 居 宅 介 護 支 援 事 業 者 に 送 付
し ま す 。

12 　 サ ー ビ ス 提 供 の 記 録
① 指 定 介 護 予 防 訪 問 看 護 の 実 施 ご と に 、 そ の サ ー ビ ス

の 提 供 日 、 内 容 及 び 利 用 料 等 を 、 サ ー ビ ス 提 供 の 終
了 時 に 利 用 者 の 確 認 を 受 け る こ と と し ま す 。 ま た 利
用 者 の 確 認 を 受 け た 後 は 、 そ の 控 え を 利 用 者 に 交 付
し ま す 。

② 指 定 訪 問 看 護 の 実 施 ご と に 、 サ ー ビ ス 提 供 の 記 録 を
行 う こ と と し 、 そ の 記 録 は サ ー ビ ス を 提 供 し た 日 か



ら 5 年 間 保 存 し ま す 。
③ 利 用 者 は 、 事 業 者 に 対 し て 保 存 さ れ る サ ー ビ ス 提 供

記 録 の 閲 覧 及 び 複 写 物 の 交 付 を 請 求 す る こ と が で き
ま す 。

④ 提 供 し た 指 定 介 護 予 防 訪 問 看 護 に 関 し 、 利 用 者 の 健
康 手 帳 の 医 療 の 記 録 に 係 る ペ ー ジ に 必 要 な 事 項 を 記
載 し ま す 。

13 　 業 務 継 続 計 画 の 策 定 等
(1) 感 染 症 に 係 る 業 務 継 続 計 画 及 び 災 害 に 係 る 業 務 継
続 計 画 を 作 成 し ま す 。

(2) 感 染 症 及 び 災 害 に 係 る 研 修 を 定 期 的 （ 年 1 回 以 上 ）
に 行 い ま す 。

(3) 感 染 症 や 災 害 が 発 生 し た 場 合 に お い て 迅 速 に 行 動
で き る よ う 、 訓 練 を 実 施 し ま す 。

14 　 衛 生 管 理 等
(1) 感 染 症 の 予 防 及 び ま ん 延 の 防 止 の た め の 対 策 を 検 討

す る 委 員 会 を 設 立 し ま す 。
(2) 感 染 症 の 予 防 及 び ま ん 延 の 防 止 の た め の 指 針 を 作 成

し ま す 。
(3) 感 染 症 の 予 防 及 び ま ん 延 の 防 止 の た め の 研 修 及 び 訓

練 を 実 施 し ま す 。
(4) 訪 問 介 護 員 等 の 清 潔 の 保 持 及 び 健 康 状 態 に つ い て 、
必 要 な 管 理 を 行 い ま す 。
(5) 事 業 所 の 設 備 及 び 備 品 等 に つ い て 、 衛 生 的 な 管 理 に
努 め ま す 。

15 　 サ ー ビ ス 提 供 に 関 す る 相 談 、 苦 情 に つ い て
(1) 苦 情 処 理 の 体 制 及 び 手 順

ア 提 供 し た 指 定 訪 問 看 護 （ 介 護 予 防 訪 問 看 護 ） に 係 る

利 用 者 及 び そ の 家 族 か ら の 相 談 及 び 苦 情 を 受 け 付 け

る た め の 窓 口 を 設 置 し ま す 。 （ 下 表 に 記 す 【 事 業 者

の 窓 口 】 の と お り ）

イ 相 談 及 び 苦 情 に 円 滑 か つ 適 切 に 対 応 す る た め の 体 制

及 び 手 順 は 以 下 の と お り と し ま す 。

(2) 円 滑 か つ 迅 速 に 苦 情 処 理 を 行 う た め の 処 理 体 制 ・ 手

順



① 　 苦 情 が あ っ た 場 合 は 、 直 ち に 相 談 担 当 者 が 本 人

ま た は 家 族 に 連 絡 を 取 り 、 詳 し い 事 情 を 聞 く と と

も に 担 当 の 職 員 か ら も 事 情 を 確 認 す る 。

② 　 苦 情 内 容 に つ い て は 管 理 者 に 報 告 す る と と も に 、

相 談 担 当 者 が 必 要 が あ る と 判 断 し た

　 　 場 合 は 、 事 業 所 の 職 員 全 員 で 検 討 会 議 を 行 う 。
③ 　 検 討 の 結 果 等 を 踏 ま え て 、 必 ず 翌 日 ま で に 具 体

的 な 対 応 を す る （ 利 用 者 に 謝 罪 に 行 く 、 改 善 の 取

り 組 み の 報 告 等 ） 。

④ 　 記 録 を 台 帳 （ パ ソ コ ン の デ ー タ ベ ー ス ） に 保 管
し 、 再 発 防 止 と 今 後 の 改 善 に 役 立 て る 。
(3) 苦 情 申 立 の 窓 口

訪 問 看 護 す こ や か

所  在  地 宮 古 島 市 伊 良 部
字 長 浜 1320 番 地 1
電 話 番 号 　 0980-74-5888
ﾌ ｧ ｯ ｸ ｽ 番号　 0980-74-5880
受 付 時 間 　 8 ： 00 ～ 17 ：
00

宮 古 島 市 役 所 高 齢 者
支 援 課

所  在  地 　 宮 古 島 市 平 良
字 西 里 1140 番 地
電 話 番 号 　 0980-73-1964
ﾌ ｧ ｯ ｸ ｽ 番 号  0980-73-1965
受 付 時 間 　 8 ： 30 ～ 17 ：
15

沖 縄 県 国 民 健 康 保 険
団 体 連 合 会
介 護 苦 情 相 談

( 所  在  地 ) 沖 縄 県 那 覇 市
西 3 丁 目 14 番 18 号
( 電 話 番 号 )098-860-9026
( ﾌ ｧ ｯ ｸ ｽ 番 号 )098-860-9026
( 受 付 時 間 ) 　 8 ： 30 ～
17 ： 15

１ 7 　 重 要 事 項 説 明 の 年 月 日
こ の 重 要 事 項 説 明

書 の 説 明 年 月 日
年 　 　 　 月

日
事 業 者 は 、 利 用 者 へ の サ ー ビ ス 提 供 開 始 に 当 た り 、 上

記 の よ う に 重 要 事 項 説 明 を し ま し た 。

所 在 地 宮 古 島 市 伊 良 部 字 長 浜 1320 番 地 1



事
業

者

法 人 名 有 限 会 社 　 や す ら ぎ

代 表 者
名

宮 城 　 吉 治

事 業 所
名

訪 問 看 護 す こ や か

説 明 者
氏 名

宮 城 和 子

　
上 記 内 容 の 説 明 を 事 業 者 か ら 確 か に 受 け ま し た 。

別 紙 （ 特 別 地 域 加 算 を 含 む ） 介 護 保 険 の 場 合

サ ー
ビ ス
提 供
区 分

算
定
項
目

介
護
報
酬
額

ご 利 用
者 様 負

担 額
１
割

２
割

３
割

昼 　 間 　 （  ８ 時  ～
１ ８ 時  ）
20
分
未
満

3
1
4
単
位

看
護
師
に
よ
る
場
合

　  
3
,
1
4
0
円

36
0
円

7
2
0
円

1,
08
0
円



2
8
3
単
位

准
看
護
師
に
よ
る
場
合

2,83
0
円

28
2
円

5
6
4
円

84
6
円

30
分
未
満

4
7
1
単
位

看
護
師
に
よ
る
場
合

4,71
0
円

54
1
円

1,
0
8
1
円

1,
62
2
円

4
2
4
単
位

准
看
護
師
に
よ
る
場
合

4,24
0
円

48
6
円

9
7
3
円

1,
45
9
円

30
分
以
上
1
時
間
未
満

8
2
3
単
位

看
護
師
に
よ
る
場
合

8,23
0
円

94
4
円

1,
8
8
8
円

2
,
8
3
2
円

7
4
1
単
位

准
看
護
師
に
よ
る

7
,

4
1
0
円

85
0
円

1,
7
0
0
円

2
,
5
0
0
円



場
合

1
時
間
以
上
1
時
間
30
分
未
満

1
,
1
2
8
単
位

看
護
師
に
よ
る
場
合

11,2
80
円

1,
29
4
円

2,
5
8
8
円

3
,
8
8
1
円

1
,
0
1
5
単
位

准
看
護
師
に
よ
る
場
合

10,1
50
円

1,
16
5
円

2,
3
3
0
円

3
,
4
9
5
円

早 朝 （  ６ 時  ～  ８ 時
 ） 、 　 夜 間 （  １ ８ 時
～  ２ ２ 時  ） は 上 記 の
２ ５ ％ 加 算
深 夜 （ 22 時 ～ 6 時 ）
は 上 記 の 50 ％ 増 と な り
ま す 。

6
， 000
円

600
円

1 ，200
円

1 ，800
円

1 回
に つ
き



定
単
位
数
の

1
5
％

3
0 ％

4
5
％

１
回
に
つ
き

サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加

算 (Ⅰ)
〈

訪

問

看

護

ス

テ

ー

シ

ョ

ン

及

び

病

院

又

は

診

療

所

〉

（
６
単

6
6
円

7
円

14
円

20
円

1
回
に
つ
き

3
3
円

4
円

7
円

10
円

1
回
に
つ
き



位
）

サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加

算 (Ⅱ)
〈

訪

問

看

護

ス

訪 9 97 194 29 1



問

看

護

特

別

指

示

減

算

7
0
円
円 円

1
円

日
に
つ
き

【  理 学 療 法 士 等 に よ る 訪 問 の 場 合  】

サ ー ビ ス 提
供 区 分

提 供 時 間
帯

介 護 報
酬 額

ご 利 用 者 様 負
担 額

１
割

２
割

３
割

1 日 に 2 回 ま
で の 場 合

昼 間
（ 293 単
位 ）

2 ， 930
円

337
円

674
円

1
， 01
1 円

加 算 名 称

介 護
報 酬
額

利 用 者 負 担 額
算 定 回 数 等１

割
２
割

３
割

緊急時 介 護 予 防 訪 問 看 護加
算

( 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ
ン )

（ 5 7 4 単
位 ）

5
， 740
円

574
円

1
， 148
円

1
，722
円

1 月 に つ き

特 別 管 理 加 算
( Ⅰ )

（ 5 0 0 単
位 ）

5
， 000
円

500
円

1
， 000
円

1
，500
円

1 月 に つ き

提供時間帯名 早朝 昼間 夜間 深夜

時　間　帯
午前 6 時から
午前 8 時まで

午前 8 時から
午後 6 時まで

午後 6 時から
午後 10 時 ま
で

午後 10 時
から午前 6
時まで



特 別 管 理 加 算
( Ⅱ )

（ 2 5 0 単

位 ）

2,500
円

250
円

500
円

750
円

初 回 加 算
（ 3 0 0 単

位 ）

3
， 000
円

300
円

600
円

900 円
初 回 の み 、 1
回 に つ き

退 院 時 共 同 指 導 加
算

（ 6 0 0 単

位 ）

6
， 000
円

600
円

1
， 200
円

1
，800
円

1 回 に つ き

訪 問 看 護ターミナルケア加
算

20,000
円

2,000
円

4,000
円

6,000
円

死 亡 月 に つ
き

特 別 地 域 訪 問 看
護 加 算

定 単
位 数

の

1
5
％

30 ％ 45 ％ １ 回 に つ き

サ ー ビ ス 提 供 体 制強化加算
(Ⅰ)

〈訪 問 看 護 ステーション及

び

病院又 は診療 所〉（６単
位）

66 円
7
円

14
円

20
円

1 回 に つ き

サ ー ビ ス 提 供 体 制強化加算
(Ⅱ)

〈訪 問 看 護 ステーション及

び

病院又 は診療 所〉（３単
位）

33 円
4
円

7 円
10
円

1 回 に つ き

訪 問 看 護 特別指 示減

算
970円

97
円

194
円

291
円

1 日 に つ き



医 療 保 険 の 場 合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１割負担　　　　２割負担　　　　３割負担

訪問看護基本療養費１
（１日につき１回）

週３日まで6 ，383 638 12,276 1,914

週４日目以降7,533 753 1,506 2259
夜間 （ 18 ： 00 ～ 22 ：
0 ）
早朝（６：00 ～8 ：00 ）

訪問看護加算

2 ，415 242 484 726

深夜加算（22 ：00 ～6 ：
00 ）

4 ，830 483 966 1,449

特別管理加算　　
病状に応じて
5 ，750
2 ，875

  
575 1,150 1,725

退院時共同指導加算（１月に
１回） 9 ，200 920 1,840 2,760

訪問看護ターミナル療養費 28 ．750 2,875 5750 8625

緊急時訪問看護加算（１日に
つき１回）

3 ，408 341 682 1,023

特別地域加算を含んでいます。 




